
島根県環境保全型農業直接支払交付金等交付要綱 

                                          平成２３年４月１日農畜第１０９号 
                      平 成 ２ ４ 年 ４ 月 ６ 日 一 部 改 正 
                                            平成２５年５月１６日一部改正 
                                            平成２７年４月１０日一部改正 
                                            平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 一 部 改 正 
                                            平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 一 部 改 正 

平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 一 部 改 正 
令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 一 部 改 正 
令 和 ３ 年 ４ 月 １ ３ 日 一 部 改 正 

（趣旨） 
第１条 県が交付する環境保全型農業直接支払交付金及び日本型直接支払推進交付金（環
境保全型農業直接支払交付金）については、環境保全型農業直接支払交付金交付要綱（平
成２３年４月１日付け２２生産第１０９５５号農林水産事務次官依命通知）、日本型直
接支払推進交付金交付要綱（平成２８年４月１日付け２７農振第２２２２号農林水産事
務次官依命通知。以下「推進交付金交付要綱」という。）及び補助金等交付規則（昭和
３２年島根県規則第３２号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、この要綱
の定めるところによる。 

（交付の目的等） 
第２条 規則第３条による交付金の名称、目的、交付の対象である事業の内容及びその 
交付の率は、別表のとおりとし、予算の範囲内において市町村に交付するものとす
る。 
２ 事業にかかる実施要件は、「環境保全型農業直接支払交付金実施要綱」（平成２３年
４月１日付け２２生産第１０９５３号農林水産事務次官依命通知。以下「交付金実施要
綱」という。）及び「環境保全型農業直接支払交付金実施要領」（平成２３年４月１日
付け２２生産第１０９５４号農林水産省生産局長通知。以下「交付金実施要領」という。）
並びに「日本型直接支払推進交付金実施要綱」（平成２８年４月１日付け２７農振第２
２１８号農林水産事務次官依命通知。以下「推進交付金実施要綱」という。）及び「日
本型直接支払推進交付金実施要領」（平成２８年４月１日付け２７生産第２８５５号農
林水産省生産局長通知及び２７農振第２２１９号農林水産省農村振興局長通知。以下
「推進交付金実施要領」という。）によるほか、農林水産省生産局長通知による実施要
領の運用等の規定によるものとする。 

（流用の禁止） 
第３条  別表の事業の欄に掲げる事業に係る経費の相互間の流用をしてはならない。 

（交付の申請） 
第４条 規則第４条による交付金の交付を申請しようとする者が知事へ提出する申請書 
の様式は、別記様式第１号のとおりとし、提出期限は、知事が毎年度別に定めるもの 
とする。 



（交付決定前着手届） 
第４条の２ 規則第５条による交付決定前にやむを得ず事業に着手しようとする場合に 
は、別記様式第１号の２による交付決定前着手届を知事に提出しなければならない。 

（変更承認申請） 
第５条 規則第９条による知事の承認を受けようとする場合には、別記様式第２号によ 
る変更承認申請書を知事に速やかに提出しなければならない。ただし、別表に定める 
軽微な変更については、この限りではない。 

（概算払請求） 
第６条 概算払いにより交付金の交付を受けようとするときは、別記様式第３号による 
概算払請求書を知事に提出しなければならない。 

（遂行状況報告） 
第７条 市町村長は、交付金の交付の決定に係る年度の第３四半期の末日現在の事業の
遂行状況を別記様式第４号の事業遂行状況報告書により、当該四半期の最終月の翌月
の２０日までに知事に報告しなければならない。 

（実績報告） 
第８条 規則第１０条により知事に提出する実績報告書は、別記様式第５号のとおりと 
する。 

２ 前項の実績報告書は、対象事業が完了した日から起算して３０日を経過した日、又 
は規則第５条の交付決定を受けた年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに 
 提出しなければならない。 

（財産の処分の制限及び管理） 
第９条 規則第１３条第１項第４号による機械及び重要な器具で知事が指定したものと 
は、１件の取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上の機械及び器具とし、その処 
分を制限する期間（以下「処分制限期間」という。）は推進交付金交付要綱第２０の
２に定めるところによる。 

２ 交付事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。） 
については、交付事業完了後においても、善良なる管理者の注意をもって管理すると 
ともに、交付金交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。な 
お、当該財産のうち前項に規定する財産については、処分制限期間内において知事の 
承認を受けて処分したことにより収入のあった場合には、その収入の全部又は一部を 
県に納付させることがある。 
３ 取得財産等で処分制限期間を経過しない場合においては、別記様式第６号の財産管
理台帳その他関係書類を整備保管しなければならない。 



（帳簿及び証拠書類） 
第 10 条 市町村長は、交付事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、事業 
終了の年度の翌年度から起算して５年間整備保管しなければならない。 

（交付金調書） 
第 11 条 市町村長は、交付事業に係る歳入歳出の予算書並びに決算書における計上科目 
及び科目別計上金額を明らかにする別記様式第７号による交付金調書を作成しておか
なければならない。 

（附則） 
 １ 本要綱は平成２３年４月１日から施行し、平成２３年度交付金等より適用する。 
（附則） 
 １ 本要綱は平成２４年４月６日から施行し、平成２４年度交付金等より適用する。 
（附則） 
 １ 本要綱は平成２５年５月１６日から施行し、平成２５年度交付金より適用する。 
  ２ 平成２５年度においては、交付決定の日にかかわらず、当該年度に発生した経費  
について、助成するものとする。 
（附則） 
 １ 本要綱は平成２７年４月１０日から施行し、平成２７年度交付金より適用する。 
（附則） 
 １ 本要綱は平成２８年４月１日から施行し、平成２８年度交付金より適用する。 
（附則） 
 １ 本要綱は平成２９年４月１日から施行し、平成２９年度交付金より適用する。 
（附則） 
１ 本要綱は平成３０年４月１日から施行し、平成３０年度交付金より適用する。 
（附則） 
１ 本要綱は令和２年４月１日から施行し、令和２年度交付金より適用する。 
（附則） 
１ 本要綱は令和３年４月１３日から施行し、令和３年度交付金より適用する。 



別表（第２条関係）

次に掲げる変更以外の変更

交付率等

軽微な変更

経費配分の
変更

事業内容の
変更

定額

１　交付金の
増

２　交付金の
30％を超え
る減

１　交付金の
増

２　交付金の
30％を超え
る減

市町村事業費の３／４
以内

事　　業 目　　的 交付金の交付先 経費の内容

 １ 環境保全型農業直接支払交付金

２　日本型直接支払推進交付金
　　（環境保全型農業直接支払交付金）

　市町村が行う環境保全型農業直
接支払交付金にかかる交付金交付
や、活動の履行確認等の適正かつ
円滑な実施を促進する。

　推進交付金実施要綱別紙３の第２の規定
に基づいて市町村が行う事業に要する経費

市町村

　地球温暖化防止や生物多様性保
全等に効果の高い営農活動に取り
組む活動に対して、当該活動の実
施に伴う追加的コストを支援し、農
業分野の有する環境保全機能を一
層発揮させる。

市町村

　交付金実施要綱別紙第１により市町村が対
象農業者団体等に対して環境保全型農業
直接支払交付金を交付するために要する経
費



別記様式第１号（第４条関係） 

    年度島根県環境保全型農業直接支払交付金等交付申請書 

番   号 
年 月 日 

   島根県知事 様 
                                                   市町村長  氏  名   

     年度において別紙のとおり事業を実施したいので、島根県環境保全型農業直接
支払交付金等交付要綱第４条に基づき、金       円の交付を申請します。 

※添付書類 

・別紙様式１ 

・交付金実施要領第８第１項（１）に規定する営農活動計画書（共通様式第３号（別

添１別添２を除く）及び３号事業様式（環境保全型農業直接支払に係る営農活動

計画書））の写し（※日本型直接支払推進交付金（環境保全型農業直接支払交付

金）のみの場合は除く） 

注：日本型直接支払推進交付金（環境保全型農業直接支払交付金）の申請をする場合

は、推進交付金実施要綱第３の３に規定する市町村推進事業実施計画を予め提出

（又は添付）すること。 



別紙様式 1 

１．事業の目的 

２．事業計画（又は実績）及びその内容 

（１）環境保全型農業直接支払交付金 

取組（又は実施）件数 （単位：ａ，円）

対象取組 取組面積
うち国費 うち県費 

堆肥の施用 

カバークロップ 

リビングマルチ（小麦、大麦、イタ

リアンライグラス以外） 

リビングマルチ（小麦、大麦、イタ

リアンライグラス） 

草生栽培 

不耕起播種 

長期中干し 

秋耕 

有機農業（加算あり、雑穀等以外）

有機農業（加算なし、雑穀等以外）

有機農業（雑穀等） 

除草剤代替技術（本田の機械除草）

による雑草対策 

冬期湛水管理（有機質肥料施用、畦

補強等実施） 

冬期湛水管理（有機質肥料施用、畦

補強等未実施） 

冬期湛水管理（有機質肥料未施用、

畦補強等実施） 

冬期湛水管理 

合  計 

交付金 



（２）日本型直接支払推進交付金（環境保全型農業直接支払交付金） 

区分  備考 

１．促進計画の策定 

２．推進・指導 

３．確認事務 

４．その他の推進事務 

（策定時期） 

（活動内容） 

（確認時期及び確認件数） 

（活動内容） 

３．経費の配分                          （単位：円） 

区分 
交付金に係る事業

に要する経費 
（又は要した経費）

負  担  区  分 

国の交付金 県の交付金 市町村費

1．環境保全型農業直接支払交 

付金 

2．日本型直接支払推進交付金 
（環境保全型農業直接支払交付金）

(1)促進計画策定事務に要する

（又は要した）経費 

(2)推進・指導事務に要する（又

は要した）経費 

(3)確認事務に要する（又は要し

た）経費 

(4)その他対策の必要な確認事務

に要する（又は要した）経費 

合  計 

４．事業完了予定（又は事業完了）年月日 

    年  月  日 



別記様式第１号の２ 

                                                              番   号 

                                                              年 月 日 

島根県知事 様 

                         市町村長  氏 名    

     年度島根県日本型直接支払推進交付金（環境保全型農業直接支払交付金） 
  交付決定前着手届 

 標記推進交付金について、下記のとおり交付決定前に事業着手したいので、届け出ます。 
                   記 

  推進事業実施 
  計画書提出日    

推進事業費 
（千円） 

着手予定 
年 月 日 

完了予定 
年 月 日 

    年 月 日  年 月 日  年 月 日

【交付決定前着手が必要な理由】 

 ※推進事業実施計画書とは、推進交付金実施要綱第３の３に規定する市町村推進事業 
  実施計画をいう。  



別記様式第２号（第５条関係） 

    年度島根県環境保全型農業直接支払交付金等変更承認申請書 

番   号 
年 月 日 

   島根県知事 様 

                                                   市町村長  氏  名   

     年  月  日付け  第   号で交付決定通知のあった事業の実施につ
いて、別紙のとおり計画を変更し［金      円の追加交付（減額承認）を受け］た
いので、島根県環境保全型農業直接支払交付金等交付要綱第５条に基づき申請します。 

  注：金額の変更のない場合は［ ］の部分は除くこと。 

              ※添付書類 
                 ・別紙様式１ 
                  ・変更内容が確認できる書類の写し 

  注： 交付金交付の決定に係る内容及び経費の配分並びに変更後の内容及び経費
の配分を容易に比較対照できるように作成するものとし、事業計画及びその
内容、経費の配分及び収支予算は変更に係る部分についてのみ変更前を括弧
書きで上段に記載すること。 



別記様式第３号（第６条関係） 

番   号 
年 月 日 

   島根県知事 様 

                                                   市町村長  氏  名   

    年度島根県環境保全型農業直接支払交付金等概算払請求書 

     年  月  日付け  第  号で交付決定通知のあった事業について、島根
県環境保全型農業直接支払交付金等交付要綱第６条に基づき、下記により金   円を概
算払いによって交付されたく申請します。 

記 
                                                             （単位：円） 

 交 付 金
 の 名 称

  交付決定額    月  日 
 現在出来高 
 （   ％）

     交 付 金 
 事業完了 
 予  定 
 年 月 日 

既受領額  今 回
 請求額

 残 額

1.環境保全

型農業直接

支払交付金

 （   ％）

2.日本型直

接支払推進

交付金（環境保全

型農業直接支払交付金）

 （   ％）

   計 
 （   ％）

 ※ 交付金実施要領第８第５項に規定する様式第１０号を提出していること 



別記様式第４号（第７条関係） 

   年度島根県環境保全型農業直接支払交付金等遂行状況報告書 

番   号 
年 月 日 

   島根県知事 様 

                                                   市町村長  氏  名   

     年  月  日付け  第   号で交付決定通知のあった事業について、島
根県環境保全型農業直接支払交付金等交付要綱第７条に基づき、下記のとおり遂行状況を
報告します。 

記 

区  分 計 画 
（Ａ）

事業の遂行状況 
 第３四半期までに完了し
たもの 

 第４四半期以降に実施す
るもの 

  事業費   
   出来高 

    比率    
   事業費   

  事業完了 

 予定年月日

環境保全型農業 
直接支払交付金 

日本型直接支払
推進交付金（環境
保全型農業直接
支払交付金） 

     円         円           ％           円

     合  計 



別記様式第５号（第８条関係） 

    年度島根県環境保全型農業直接支払交付金等実績報告書 

番   号 
年 月 日 

   島根県知事 様 

                                                    市町村長  氏  名   

     年  月  日付け  第   号で交付決定通知のあった事業について、別
紙のとおり実施したので、島根県環境保全型農業直接支払交付金等交付要綱第８条に基づ
き、その実績を報告します。 

         ※添付書類 
            ・別紙様式１ 
             ・第８第４項（１）アに規定する様式第８号のうち添付様式８の写し 

  注： 交付金交付の決定に係る内容及び経費の配分（変更された場合は変更後の
内容等）並びに実績報告の内容及び経費の配分を比較対照できるように作成
するものとし、事業計画及びその内容、経費の配分及び収支予算は変更とな
った部分についてのみ変更前を括弧書きで上段に記載すること。  


